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、 （ 。本指針は 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 平成１２年法律第１０４号
以下「法」という ）第４条に基づき、国が第３条に基づき定めた特定建設資材に係る分。
別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針（平成１３年農
林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号）に即して、栃木県における特定
建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関して
必要な事項を定めたものです。
なお、本指針で用いる用語の定義は、法第２条によるものとします。

第１章 分別解体等及び再資源化等の促進等の基本的方向

１ 基本理念

(1)分別解体等及び再資源化等の基本的な理念

資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るためには、建設資材の開発、
製造から建築物等の設計、建設資材の選択、分別解体等を含む建設工事の施工、建設資
材廃棄物の廃棄等に至る各段階において、廃棄物の排出の抑制、建設工事に使用された
建設資材の再使用及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進という観点を持った、環境へ
の負荷の少ない循環型社会経済システムを構築することが必要です。
このため、建設資材廃棄物という個別の廃棄物に着目して、その再資源化等を促進す

るために、建設工事の実態や建設業の産業特性を踏まえつつ、必要な措置を一体的に講
じなければなりません。

(2)建設資材に係る廃棄物・リサイクル対策の考え方

建設資材に係る廃棄物・リサイクル対策の考え方としては、循環型社会形成推進基本
法（平成１２年法律第１１０号）における次の基本的な考え方によらなければなりませ
ん。
①まず、建設資材廃棄物の発生を抑制すること。
②次に、建設工事に使用された建設資材の再使用を行うこと。
③これらの措置を行った後に発生した建設資材廃棄物については、再生利用（マテリ
アル・リサイクル）を行うこと。

④それが技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合には、燃
焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱回収（サ
ーマル・リサイクル）を行うこと。

⑤最後に、これらの措置が行われないものについては、最終処分すること。

なお、発生した建設資材廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭
和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という ）に基づいた適正な処理を行。
わなければなりません。

２ 関係者の役割

特定建設資材 に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に当※１)

たって、関係者は、適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ積極的に参加すること
が必要です。特に排出者責任として廃棄物を排出する者は、その適正なリサイクルや処
理に関する責任を負っています。
※１) 特定建設資材 ：コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材 、木材、

アスファルト・コンクリートの４品目をいう。
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(1)建設資材の製造者
建設資材の製造に携わる者は、端材の発生が抑制される建設資材の開発及び製造、建

設資材として使用される際の材質、品質等の表示、有害物質等を含む素材等、分別解体
等及び再資源化等が困難となる素材の非使用等により、建設資材廃棄物の排出の抑制並
びに分別解体等及び再資源化等の実施が容易となるよう努める必要があります。

(2)建築物等の設計者
建築物等の設計に携わる者は、端材の発生が抑制され、また、分別解体等が容易とな

る設計、再資源化等が容易となる建設資材の選択など、設計時に工夫することにより、
建設資材廃棄物の排出の抑制並びに分別解体等及び再資源化等が効果的に行われるよう
にするほか、これらに要する費用の低減に努める必要があります。なお、建設資材の選
択に当たっては、有害物質等を含む建設資材等、再資源化が困難となる建設資材を選択
しないよう努める必要があります。

(3)発注者
発注者は、元請となる業者と契約を結ぶに当たって、分別解体等や再資源化等に関す

る内容について十分に理解するとともに、それらが適正に行われるための費用を負担す
るよう努める必要があります。さらに、発注する工事が本指針の第１章４( )に定める2
規模の建設工事（以下「対象建設工事」という ）の場合は、法第１０条第１項の規定。
に基づき、工事着手の７日前までに県知事（建築主事を置く市町村の区域内の工事の場
合は当該市町村長）に届出をする必要があります。また、元請業者に対して、建設資材
廃棄物の排出の抑制並びに分別解体等及び 再資源化等の実施について明確な指示を行
うよう努める必要があります。

(4)元請業者
工事を直接請け負おうとする者は、発注者に対して分別解体等及び再資源化等に関す

る内容を説明する必要があります。
元請業者は、建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び再資源化等の促進に

関し、中心的な役割を担っていることを認識し、その下請負人に対して、建設資材廃棄
物の発生の抑制並びに分別解体等及び再資源化等の実施について明確な指示を行うよう
努める必要があります。
また、法第１８条第１項に基づき、請け負った対象建設工事から排出された特定建設

資材廃棄物に係る再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告するとともに、そ
の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。

(5)建設工事の施工者
建設工事を施工する者は、建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び再資源

化等を適正に実施するほか、施工方法の工夫、適切な建設資材の選択、施工技術の開発
等により、建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び再資源化等の実施が容易
となるよう努める必要があります。

(6)建設資材廃棄物の処理を行う者
排出した建設資材廃棄物について自らその処理を行う事業者及び建設資材廃棄物を排

出する事業者から委託を受けてその処理を行う者（以下「建設資材廃棄物の処理を行う
者」という ）は、建設資材廃棄物の再資源化等を適正に実施しなければなりません。。

(7)県
県は、国の施策と相まって、建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び再資

源化等を促進するために必要な調査、研究開発、情報提供、普及啓発などに努めます。

(8)市町村
市町村は、国及び県の施策と相まって、建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体

等及び再資源化等の促進に関し、必要な措置を講じるよう努める必要があります。
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３ 分別解体等及び再資源化等の促進に関する基本的方向

(1)分別解体等の促進についての基本的方向
特定建設資材に係る分別解体等により特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別し、

再資源化等を促進するためには、分別解体等が一定の技術基準に従って実施される必要
があります。この技術は、分別解体等の対象となる建築物等により異なる場合があり、

、 、 、 、建設工事に従事する者の技能 施工技術 建設機械等の現状を踏まえ 建築物等に応じ
適切な施工方法により分別解体等が実施される必要があります。このため、県内で解体
工事業を営もうとする者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表の下欄に掲げる
土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた
者は除きます ）は、本県知事の登録を受けることとなっています。。
また、特に大量の建設資材廃棄物を排出することとなる解体工事については、最新の

知識及び技術を有する者による施工が必要であるため、解体工事を施工する者の知識及
び技術力の向上を図るほか、このような技術を有する者に関する情報の提供、適切な施
工の監視、監督等が行われる必要があります。

(2)再資源化等の促進についての基本的方向
建設資材廃棄物に係る現状及び課題を踏まえると、その再資源化等の促進を図ること

が重要であることから、対象建設工事のみならず対象建設工事以外の建設工事に伴って
生じた特定建設資材廃棄物についても、再生資源として利用すること等を促進する必要
があり、工事現場の状況等を勘案して、できる限り工事現場において特定建設資材に係
る分別解体等を実施し、これに伴って排出された特定建設資材廃棄物について再資源化
等を実施することが望まれます。
また、分別解体等が困難であるため混合された状態で排出された建設資材廃棄物につ

いても、できる限り特定建設資材廃棄物を選別できる処理施設に搬出し、再資源化等を
促進することが望まれます。
なお、これらの措置が円滑に行われるようにするためには、技術開発、関係者間の連

携、必要な施設の整備等を推進することにより、分別解体等及び再資源化等に要する費
用を低減することが重要です。

４ 栃木県における基本的方向

(1)本県における建設廃棄物を取り巻く状況
ア 地域特性

本県の面積は、約6,408km (平成11年10月1日現在)で、東西約84km、南北約98kmの2

ほぼ楕円形をなしています。全国面積の約1.7％に当たり、関東地方の都県中で最も
広大な県です。北西部は、日光、高原、那須を主とする山岳地帯で日光国立公園に指
定され、東部は八溝山地がなだらかな丘陵地帯を形成しており、また、県中央から南
部にかけては平野部となっています。可住地面積は、県土面積の４５％（平成９年）
です。河川は、おおむね北西部の山岳地帯に源を発し、鬼怒川、渡良瀬川、那珂川な
どがあります。
本県の平成１１年度の事業所数の産業別割合は、卸売・小売業、飲食店が41.0％と

もっとも多く ついでサービス業25.6％ 製造業13.5％であり 建設業は 第４位12.、 、 、 、
1％となっています。同様に、従業者数の産業別割合は、製造業が29.5％ともっとも
多く、ついで卸売・小売業、飲食店27.8％、サービス業24.0％であり、建設業は、第
４位9.4％となっています （図表１参照）。
県内総生産は、平成11年度約７兆7,682億円です。県内総生産の割合をみると、製

造業が県内総生産全体の35.7％を占めており、本県の主要産業となっています。建設
業は6.7％で産業別では第５位となっています （図表１参照）。
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イ 建設工事の実施状況
(ｱ) 建設工事の着工状況

建築物の着工状況は、昭和４０年代では経済の高度成長に伴い木造、非木造建築
物とも急激に増加しています。このころの建築物が築後３０年を経過、あるいは経
過しようとしています。近年の着工状況は、平成８年から平成１０年にかけて減少
し、それ以降ほぼ横ばいとなっています （図表２参照）。
また、土木工事の着工状況は、平成５年度をピークに減少しています （図表３。

参照）

(ｲ) 建築物の解体状況
近年の建築物の解体件数は、木造では平成８年に比べ減少していますが、その減

少割合は平成１０年以降小さくなっています。非木造は、平成８年に比べ減少して
いますが平成１０年からほぼ横ばいとなっています （図表４参照）。

ウ 建設廃棄物の排出量の現状及び今後の見込み
コンクリート塊の排出量は、平成７年度の41.4万トンから平成１２年度の54.7万ト

ンへと増加しています。同様に、アスファルト・コンクリート塊についても、平成７
年度の58万トンから平成１２年度の59.6万トンへと若干ではあるが増加しています。
これに対して、建設発生木材は、平成７年度の14.1万トンから平成１２年度の９万

トンへと減少しています。
コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の平成１２年度の再資源化率

は、99％以上と非常に高く、今後はこれを維持していくことが大切です。建設発生木
材の再資源化率は約33％となっており、これに縮減（焼却）を加えた再資源化等率は
約88％となっています （図表５参照）。
公共投資及び経済の今後の動向、建築物のストック状況などをもとに、建設資材廃

棄物の将来の搬出量を予測すると、コンクリート塊、建設発生木材の排出量は、高度
経済成長期に大量に建設された建築物が更新期を迎えることから、今後、増加するも
のと予測されます。また、主に公共土木工事から発生するアスファルト・コンクリー
ト塊の排出量は、今後、増加するものの、その増加の割合はコンクリート塊、建設発
生木材に比べ低いことが予測されます。

エ 再資源化施設等、最終処分場の立地・稼働状況
(ｱ) 再資源化施設等

再資源化等を図ることができる廃棄物処理法第１４条４項の許可を受けた者の施
設は次のとおりです。
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の破砕施設は、平成１３年８月

末現在で８１施設、年間推定処理能力は約7,800千トンです。
建設発生木材の破砕施設は、１７施設、年間推定処理能力は約420千トンです。

なお、この中には解体工事から発生した廃木材を受入れていない施設もあります。
また、建設発生木材の縮減のための焼却施設は、２６施設、年間推定処理能力は
128千トンです （図表６参照）しかし、平成１４年１２月以降のダイオキシン類。
対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）による規制強化により休廃止される
可能性もあり、処理施設のひっ迫が懸念されます。

(ｲ) 最終処分場
県内には、管理型最終処分場が設置されていないため、管理型産業廃棄物はすべ

て県外施設での処理に依存しています。また、安定型最終処分場の残余容量も減少
しており、再資源化を推し進める必要があります （図表７参照）。
県の廃棄物処理計画では、最終処分場の確保に努めることとしています。
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(2)本県における届出等の対象となる建設工事の規模の基準
本県における届出等をしなければならない建設工事の規模に関する基準（請負契約に
よらないで自ら施工する場合を含む ）は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する。
法律施行令（平成１２年政令第４９５号）に定める基準とし、以下のとおりとします。

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用す
る新築工事等で次の規模のもの。
・建築物の解体工事は、床面積の合計が８０㎡以上。
・建築物の新築又は増築工事は、床面積の合計が５００㎡以上。
・建築物の新築工事等で新築又は増築工事に該当しないものは、請負代金の額 が１億円以上。※１

・建築物以外の解体工事又は新築工事等は、請負代金の額 が５百万円以上。※１

※１ 自主施工の場合は請負代金相当額とします。

(3)本県における指定建設資材廃棄物の再資源化等
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物は、再資源

化しなければなりません。
ただし、特定建設資材廃棄物のうち指定建設資材廃棄物である建設発生木材について

は、本県における再資源化しなければならない工事現場から再資源化施設までの距離に
関する基準として、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則（平成１４
年国土交通省、環境省令第１号）で定める基準とし、以下のとおりとします。

・工事現場から再資源化施設までの距離については、５０ 以内。km

なお、指定建設資材廃棄物である建設発生木材の再資源化をするために受入可能な
、 （ ） 。施設が上記の基準の範囲内にない場合は 縮減 焼却 することが認められています

第２章 建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策

１ 建設資材廃棄物の排出の抑制の必要性

建設資材廃棄物は、産業廃棄物に占める割合が高い一方で、減量することが困難なも
のが多く、このため、限られた資源を有効に活用する観点から、最終処分量を減らすと
ともに、排出を抑制することが特に重要です。

２ 関係者の役割

建設資材廃棄物の排出の抑制に当たっては、建築物等に係る建設工事の計画・設計段
階からの取組を行うとともに、関係者は、適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ
積極的に参加することが必要です。

(1)建築物等の所有者
、 、建築物等の所有者は 自ら所有する建築物等について適切な維持管理及び修繕を行い

建築物等の長期的使用に努める必要があります。

(2)建設資材の製造者
建設資材の製造に携わる者は、工場等における建設資材のプレカット等の実施、その

耐久性の向上並びに修繕が可能なものについてはその修繕の実施及びそのための体制の
整備に努める必要があります。
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(3)建築物等の設計者
建築物等の設計に携わる者は、建設工事を発注しようとする者の建築物等の用途、構

造等に関する要求に対応しつつ、構造躯体等の耐久性の向上を図るとともに、維持管理
及び修繕を容易にするなど、その長期的使用に資する設計に努めるとともに、端材の発
生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択に努める必要があります。

(4)発注者
発注者は、建築物等の用途、構造その他の建築物等に要求される性能に応じ、技術的

及び経済的に可能な範囲で、建築物等の長期的使用に配慮した発注に努めるほか、建設
工事に使用された建設資材の再使用に配慮するよう努める必要があります。

(5)建設工事の施工者
建設工事を施工する者は、端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選

択に努めるほか、端材の発生の抑制、再使用できる物を再使用できる状態にする施工方
法の採用及び耐久性の高い建築物等の建築等に努める必要があります。特に、使用済コ
ンクリート型枠の再使用に努めるほか、建築物等の長期的使用に資する施工技術の開発
及び維持修繕体制の整備に努める必要があります。

(6)県
県は、自ら建設工事の発注者となる場合においては、建設資材廃棄物の排出の抑制に

率先して取り組むこととします。

(7)市町村
市町村は、国及び県の施策と相まって、建設資材廃棄物の排出の抑制に関し、必要な

措置を講じるよう努める必要があります。

第３章 再資源化等に関する目標

１ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標

再資源化施設の立地状況を踏まえて、すべての関係者が再生資源の十分な利用及び廃
棄物の減量をできるだけ速やかに、かつ、着実に実施することが重要であることから、
今後、特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に重点的に取り組むこととし、平成２２
年度における再資源化等率（工事現場から排出された特定建設資材廃棄物の重量に対す
る再資源化等されたものの重量の百分率をいう ）の目標を次表のとおりとします。。

※１) 再資源化等とは、再資源化施設又は縮減（焼却）施設での処理をいいます。

特に、県の事業においては、再資源化等を先導する観点から、コンクリート塊、建設
発生木材、アスファルト・コンクリート塊については再資源化することを原則とし、そ
れが困難な場合でも縮減施設に搬出することで、直接最終処分する量をゼロにすること
を目指します。また、市町村の事業においても、県と同様の取り組みを行うよう努める

特定建設資材廃棄物 平成２２年度の
再資源化等率 ※1)

コンクリート塊（コンクリート塊が廃棄物となったもの並び
にコンクリート及び鉄から成る建設資材に含まれるコンクリ
ートが廃棄物となったものをいう。以下同じ。）

　９５％

建設発生木材(木材が廃棄物となったものをいう。以下同じ。) 　９５％

アスファルト・コンクリート塊（アスファルト・コンクリート
塊が廃棄物となったものをいう。以下同じ。） 　９５％
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必要があります。
なお、これらの目標については、建設資材廃棄物に関する調査の結果、再資源化等に

関する目標の達成状況及び社会経済情勢の変化等を踏まえて必要な見直しを行うものと
します。

２ 再資源化等の促進のための方策

(1)再資源化等の促進のための方策に関する基本的事項

特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標を達成するためには、必要な再資源化
施設の確保、再資源化を促進するために必要となるコスト削減等に資する技術開発及び
再資源化により得られた物の利用の促進が必要となります。
県は、特定建設資材廃棄物の再資源化施設の実態を把握し、排出事業者による共同再

資源化施設や優良な民間事業者による施設の整備を促進するほか、国とともに産業廃棄
物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律（平成４年法律第６２号）に基づく
施策を促進することに努めます。

(2)再資源化等の促進のための具体的方策等

ア コンクリート塊
コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことによ
り、再生クラッシャーラン、再生コンクリート砂等（以下「再生骨材等」という ）。

、 、 （ 「 」 。）として 道路 駐車場及び建築物等の敷地内の舗装 以下 道路等の舗装 という
の路盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材、コンクリート用骨材等に利用すること
を促進します。

イ 建設発生木材
建設発生木材については、チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料として利用す

ることを促進します。これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点
から適切でない場合には燃料として利用することを促進します。
なお、建設発生木材の再資源化を更に促進するためには、再生木質ボード（建設発
生木材を破砕したものを用いて製造した木質ボードをいう。以下同じ 、再生木質。）
マルチング材（雑草防止材及び植物の生育を保護・促進する材料等として建設発生木
材を再資源化したものをいう。以下同じ ）等について、更なる技術開発及び用途開。
発を行う必要があります。
また、このような技術開発等の動向を踏まえつつ、建設発生木材については、建設

発生木材の再資源化施設等の必要な施設の整備の促進を図っていきます。

ウ アスファルト・コンクリート塊
アスファルト・コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等

を行うことにより、再生加熱アスファルト安定処理混合物及び表層・基層用再生加熱
アスファルト混合物（以下「再生加熱アスファルト混合物」という ）として、道路。
等の舗装の上層路盤材、基層用材料又は表層用材料に利用することを促進します。ま
た、再生骨材等として、道路等の舗装の路盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材等
に利用することを促進します。

エ その他
特定建設資材以外のプラスチック製品や石こうボード等の建設資材についても、そ

れが廃棄物となった場合に再資源化等が可能なものについてはできる限り分別解体等
を実施し、その再資源化等を実施することが望まれています。また、その再資源化等
についての経済性の面における制約が小さくなるよう、分別解体等の実施、技術開発
の推進、収集運搬方法の検討、効率的な収集運搬の実施、必要な施設の整備等につい
て関係者による積極的な取組が行われることが必要です。
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また、再資源化等が困難な建設資材廃棄物を最終処分する場合でも、安定型産業廃
棄物に管理型産業廃棄物が混入しないよう分別し、管理型最終処分場での処分量を減
らすよう努める必要があります。

第４章 再資源化により得られた物の利用の促進のための方策

１ 再資源化により得られた物の利用についての考え方

特定建設資材廃棄物の再資源化を促進するためには、その再資源化により得られた物
を積極的に利用していくことが不可欠であることから、関係者の連携の下で、特定建設
資材廃棄物の再資源化により得られた物に係る需要の創出及び拡大に積極的に取り組む
必要があります。また、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用に当た
っては、必要な品質が確保されていること並びに環境に対する安全性及び自然環境の保
全に配慮することが重要です。

２ 関係者の役割

(1)建設資材の製造者
建設資材の製造に携わる者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた物をできる

限り多く含む建設資材の開発及び製造に努める必要があります。

(2)建築物等の設計者
建築物等の設計に携わる者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を

できる限り利用した設計に努める必要があります。また、このような建設資材の利用に
ついて、発注しようとする者の理解を得るよう努める必要があります。

(3)発注者
発注者は、建設工事の発注に当たり、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設

資材をできる限り選択するよう努める必要があります。

(4)建設工事の施工者
建設工事を施工する者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材をでき

る限り利用するよう努める必要があります。また、これを利用することについての発注
者の理解を得るよう努める必要があります。

(5)建設資材廃棄物の処理を行う者
建設資材廃棄物の処理を行う者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の品

質の安定及び安全性の確保に努める必要があります。

(6)県
県は、国の施策と相まって、建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促

進のために必要となる調査、研究開発、情報提供、普及啓発に努めるほか、建設資材廃
棄物の再資源化により得られた物を率先して利用するよう努めます。

(7)市町村
市町村は、国及び県の施策と相まって、建設資材廃棄物の再資源化により得られた物

の利用の促進やその率先利用に関し、必要な措置を講じるよう努める必要があります。
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３ 公共事業での率先利用

県の事業においては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２
） 「 」 、年法律第１００号 に基づき作成した 栃木県グリーン調達推進方針 の趣旨を踏まえ

民間の具体的な取組の先導的役割を担うことが重要であることから、特定建設資材廃棄
物の再資源化により得られた物を率先して利用します。
具体的には、道路等の路盤材又は建築物等の埋め戻し材若しくは基礎材などで、工事

現場で発生する副産物の利用が優先される場合を除き、当該現場から４０ｋｍの範囲内
で再生骨材等が入手できる場合は、要求される品質等を考慮した上で、経済性にかかわ
らずこれを利用することを原則とするなどの方策を講じることとします。道路等の舗装
の基層用材料、表層用材料及び上層路盤材などで、工事現場で発生する副産物の利用が
優先される場合を除き、当該現場から４０ｋｍ及び運搬時間１．５時間の範囲内で再生
加熱アスファルト混合物が入手できる場合は、要求される品質等を考慮した上で、経済
性にかかわらずこれを利用することを原則とするなどの方策を講じることとします。
木質系の再生資材については、土木工事においては利用用途が少ないことから、再生

木質ボードのコンクリート型枠材への利用や再生マルチング材等を法面の緑化材、雑草
防止材等への利用などについて、要求される品質や製造施設の立地、資材の流通状況等
を考慮しながらモデル工事等を通じて施工性、経済性等の適用性を検討し、利用の推進
に努めます。建築工事においては、製造施設の立地、資材の流通事業等を考慮しながら
パーティクルボードや繊維板、木質セメント版等の再生木質ボードを内・外装などでの
利用を推進します。さらに、その他の用途についても、特定建設資材廃棄物の再資源化
により得られた物の利用の促進が図られるよう取組んで行きます。
なお、市町村の事業においても、国の直轄事業及び県の事業に準じた取り組みを行う

必要があります。

第５章 再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識の普及

特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化により得られた物の利用の促進は、特定建設資材廃棄物の排出の抑制、再
資源化により得られた熱の利用の促進等と相まって、資源エネルギー投入量の削減、廃棄
物の減量、環境に影響を及ぼすおそれのある物質の環境への排出の抑制等を通じて、環境
への負荷の少ない循環型社会経済システムを構築していくという意義を有しています。
このような意義を有する特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源

化等及びその再資源化により得られた物の利用の推進のためには、県民の協力が必要であ
ることから、県は市町村と協力し、環境の保全に資するこれらの意義について、広く県民
への普及及び啓発を図ることとします。
具体的には、環境教育、環境学習、広報活動等を通じて、これらが環境の保全に資する

ことについて県民の理解を深めるとともに、環境の保全に留意しつつ、分別解体等及び再
資源化等が行われるよう関係者の協力を求めることとします。
特に、分別解体等及び再資源化等の実施義務を負う者が当該義務を確実に履行すること

が重要であることから、その知識をこれらの者に対して普及させるため、必要に応じて講
習の実施、資料の提供その他の措置を講じるものとします。
また、発注者が再資源化により得られた物をできる限り利用することが重要であること

から、必要に応じて講習の実施、資料の提供その他の措置を講じるものとします。

第６章 その他の重要事項

１ 適正な費用の負担

特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等を適正に実施す
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るためには、それらに要する費用が、発注者及び受注者間で適正に負担されることが必
要です。
このため、発注者は、自らにそれらの費用の適正な負担に関する責務があることを明

確に認識し、当該費用を適正に負担する必要があります。また、受注者は自らが分別解
体等及び建設資材廃棄物の再資源化等を適正に行うことができる費用を請負代金の額と
して受け取ることができるよう、分別解体等の実施を含む建設工事の内容を発注者に十
分に説明する必要があります。
加えて、県は、分別解体等及び再資源化等に要する費用を建設工事の請負代金の額に

反映させることが分別解体等及び再資源化等の促進に直結する重要事項であることを県
民に対し積極的に周知し、当該費用の適正な負担の実現に向けてその理解と協力が得ら
れるよう努めます。また、市町村においても県と同様な取り組みを行うよう努める必要
があります。
なお、対象建設工事の受注者間においても、それらの費用が適正に負担されることが

必要です。

２ 各種情報の提供等に関する事項

県は、対象建設工事受注者が特定建設資材廃棄物の再資源化等を行うに当たって必要
となる施設や、対象建設工事の発注者等が当該工事の注文を行うに当たって必要となる
解体工事業を営む者の情報の提供に努めます。

３ 有害物質等の発生の抑制等に関する事項

建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法（昭和４
３年法律第９７号 、ダイオキシン類対策特別措置法、特定製品に係るフロン類の回収）
及び破壊の実施の確保に関する法律（平成１３年法律６４号 、労働安全衛生法（昭和）
４７年法律第５７号）等の関係法令を遵守し、有害物質等の発生の抑制及び周辺環境や
地球環境への影響の防止を図らなければなりません。また、建設資材廃棄物の処理等の
過程において、フロン類、非飛散性アスベスト等の取り扱いには十分注意し、可能な限
り大気中への拡散又は飛散を防止する措置をとるよう努める必要があります。
なお、冷凍空調機器の冷媒として使用されているフロン類に関して、特定家庭用機器

再商品化法（平成１０年法律第９７号）に規定する特定家庭用機器に該当するユニット
型エアコンディショナー及び電気冷蔵庫の中に含まれるものについては、特定家庭用機
器再商品化法又は廃棄物処理法に従って処理されなければなりません。このためには、
建築物等に係る解体工事等の施工に先立ち、ユニット型エアコンディショナー及び電気
冷蔵庫の所有者は、これらを建築物等の内部に残置しないようにする必要があり、過去
にこれらを購入した小売業者に引取りを求めることが適当です。また、特定建設資材に
係る分別解体等において、これと一体不可分の作業により冷凍空調機器中のフロン類が
大気中へ拡散するおそれがある場合は、事前に回収することによりこれを防止する必要
があります。
さらに、断熱材に使用されているフロン類については、建築物の解体時におけるフロ

ン類の残存量が不明確であること、経済的な回収・処理技術が未確立であること等の課
題があります。このため、これらの課題について技術的・経済的な面からの調査・検討
を行い、適正かつ能率的な断熱材の回収、フロン類の回収・処理のための技術開発・施
設整備等必要な措置を講じるよう努める必要があります。
非飛散性アスベストについては、粉砕することによりアスベスト粉じんが飛散するお

それがあるため、解体工事の施工及び非飛散性アスベストの処理においては、粉じん飛
散を起こさないような措置を講じる必要があります。
防腐・防蟻のため木材にＣＣＡ（クロム、銅及びヒ素化合物系木材防腐剤をいう。以
下同じ ）を注入した部分（以下「ＣＣＡ処理木材」という ）については、不適正な。 。
焼却を行った場合にヒ素を含む有毒ガスが発生するほか、焼却灰に有害物である六価ク
ロム及びヒ素が含まれることとなります。このため、ＣＣＡ処理木材については、それ
以外の部分と分離・分別し、それが困難な場合には、ＣＣＡが注入されている可能性が
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ある部分を含めてこれをすべてＣＣＡ処理木材として焼却又は埋立を適正に行う必要が
あります。また、この施設の整備等について関係者による取組が行われることが必要で
す。なお、このＣＣＡ処理木材については、残存するＣＣＡに関する経済的な判別・分
離・処理技術が未確立であること等の課題があるため、これらの課題について技術的・
経済的な面からの調査・検討を行い、適正かつ能率的なＣＣＡ処理木材の分離・回収、
再資源化のための技術開発・施設整備等必要な措置を講じ、ＣＣＡ処理木材の再資源化
の推進に努める必要があります。
ＰＣＢを含有する電気機器等についても、これらを建築物等の内部に残置しないよう

にする必要があるため、建築物等の解体に先立ち、これらは撤去され、廃棄物処理法に
従って適切に措置されなければなりません。

環境への負荷の評価についての考え方４

関係者は、特定建設資材の開発、製造、流通、特定建設資材を使用する建築物等の設
計、特定建設資材を使用する建設工事の施工、特定建設資材廃棄物の再資源化等、最終
処分等の各段階における環境への負荷の評価（ライフ・サイクル・アセスメント）の手
法について、調査研究を進めその確立を図るとともに、その手法の活用に努める必要が
あります。


